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公   告 

 

次のとおり公募型プロポーザルに付すこととしたので公告する。 

令和 7 年 7月 28 日 

広島空港振興協議会 

会長 池田 晃治 

高松空港株式会社 

代表取締役社長 小幡 義樹 

１ 業務内容 

 (1)  業務名 

広島空港振興協議会・高松空港株式会社連携事業 

「台湾・香港市場からのインバウンド誘客を目的とした瀬戸内エリアにおける新たな観光

ルート開発及び情報発信事業」 

(2)  業務の仕様等 

公募型プロポーザル説明書及び仕様書による。 

 (3)  履行期間 

契約日から令和 8 年 3月 31 日まで 

 (4)  履行場所 

   広島県広島市中区基町 10 番 52 号 北館２階 

広島空港振興協議会事務局（空港振興課内） 

香川県高松市香南町岡 1312 番地 7 

高松空港株式会社 

(5)  事業予算額 

4,000,000 円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

２ 公募型プロポーザル参加資格 

(1)  公募型プロポーザル参加資格要件として、第２項アに係るものについては次のア及びイの

事項、同項イに係るものについては次のアからウの事項を定めるものとする。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の４の規定の

いずれにも該当しないこと。 

イ 公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、県の指名除外を受けていない

こと。 

ウ 公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理

要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 

(2) 前号に加え、公募型プロポーザル参加資格要件として、次の事項を定めるものとする。 

ア 広島県税、香川県税、特別法人事業税及び地方法人特別税並びに消費税及び地方消費税

を滞納していないこと。 

イ 発注する契約において必要となる場合、その許可、認可等を受けていること。 
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３ 公募型プロポーザル手続等 

(1) 公募型プロポーザル説明書及び仕様書等の入手方法 

ア 交付場所 

①〒730-8511 広島県広島市中区基町 10 番 52 号 北館２階 

広島空港振興協議会事務局（空港振興課内） 

電話（082）513-4013(ダイヤルイン) 

②〒761-1401 香川県高松市香南町岡 1312 番地 7 

高松空港株式会社 

電話（087）814-3657 

イ 交付期間 

令和 7 年 7月 28 日（金）から令和 7 年 8 月 1 日（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の

祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。）の午前９時から午

後５時までの間、随時交付する。 

ウ 入手方法 

上記アのいずれかの場所で直接受け取る、広島県・高松空港株式会社のいずれかのホー

ムページからダウンロードする、又は上記アのいずれかに対し郵送により請求すること。

ただし、郵送による請求の場合は，上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及

び切手を同封すること。 

 (2)  公募型プロポーザル参加資格の確認 

ア 本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、公募型プロポーザル参加資格確認申

請書を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 

確認の結果、公募型プロポーザル参加資格に適合するとされた者に限り、公募型プロポ

ーザルに参加することができる。 

イ 提出先 

       ①〒730-8511 広島県広島市中区基町 10 番 52 号 北館２階 

広島空港振興協議会事務局（空港振興課内） 

担当者：丸茂、永来 

電話（082）513-4013(ダイヤルイン) 

電子メール dokukou@pref.hiroshima.lg.jp 

 

②〒761-1401 香川県高松市香南町岡 1312 番地 7 

高松空港株式会社 

担当者：蔵本 

電話（087）814-3657 

電子メール tak_sales@takamatsu-airport.com 

ウ 提出期限 

令和 7 年 8月 1 日（金） 午後 5時 

エ 提出方法 

上記イ①②のいずれかに電子メールで送付することとする。（PDF 形式推奨） 

オ 公募型プロポーザル参加資格の確認結果の通知 
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令和 7 年 8 月 7 日（木）までに申請書に記載された電子メールアドレスに電子メールで

通知する。 

 (3)  提案書の提出期限及び提出方法 

ア 提出先 

上記(2)イ①及び②の電子メールアドレス 

イ 提出期限 

令和 7 年 8月 27 日（水） 午後 5時 

ウ 提出方法 

上記(2)イ①②のいずれかに電子メールで送付することとする。（PDF 形式推奨） 

※データ容量が 5 メガ以上の場合は提出期限までに別途相談することとする。 

 

４ 最優秀提案者の決定 

 (1)  審査方法 

提出された提案書に基づく書類審査とする。広島空港振興協議会・高松空港株式会社が設

置する公募型プロポーザル選定委員会が審査し、評価基準に定める要件を満たし、かつ、最

も高い評価値を得たものを最優秀提案者として決定する。 

 (2)  提案書評価基準 

評価項目については、「『台湾・香港市場からのインバウンド誘客を目的とした瀬戸内エリ

アにおける新たな観光ルート開発及び情報発信事業』業務公募型プロポーザル審査基準及

び配点表」に基づき記載した項目を対象に評価を行う。 

 (3)  結果の通知 

審査結果は令和 7 年 9 月 2 日（火）までに、申請書に記載された電子メールアドレスに電

子メールで通知する。 

 

５ その他 

 (1)  契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)  契約保証金 

  ア 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月１日以降に解除され、その後、当該

契約解除の要因となった業種の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実

に履行した実績がない者（ただし、契約解除の要因となった業種は「56Ａ広告・広報」の

資格に限る。） 

契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の

納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者

とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 

  イ 上記ア以外の者 

    免除 

 (3)  公募型プロポーザル参加者に求められる義務 

公募型プロポーザル参加者は、契約を担当する職員から公募型プロポーザル参加資格確認

申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 
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(4)  契約書作成の要否 

要 

 (5)  その他 

公募型プロポーザル説明書及び仕様書による。 

 

６ 問い合わせ先 

   広島空港振興協議会事務局（空港振興課内） 

担当者：丸茂（まるも）、永来（えら） 

電話（082）513-4013(ダイヤルイン) 

電子メール dokukou@pref.hiroshima.lg.jp 

 

高松空港株式会社 

担当者：蔵本 

電話（087）814-3657 

電子メール tak_sales@takamatsu-airport.com 

 


